
6∴DOTS   

DOTSを実施した患者中、タイプAの割合は8％、ダイブBの割合は24％、タイプC  

の割合は67％であったが、 

＋方、半数弱に当たる47自治体ではタイプAは5％以下であった（表21）∴   

保健所めスタッフの関与（直接確認以外の確認方法を含む）状況を検許した。   

タイプAのうち、保健所スタッフの関与を毎日（週5戸】以上）受けている患者は52％、  

週単位（週ト4回）以上は69％、月単位、（月ト3回）以上は84％、何らかの保健所ス  

タッフ関与有は86％であうた。つまりタイプAでは毎日関与を受けている患者が多か  

った。また、72自治体中19自治体ではタイプAはほとんど（90％以上）の患者で毎日服  

薬関与を受けていたが、26自治体では毎日服薬関与を受けていた患者がいなかった。  

（表22）   

タイプBのうち、毎日関与（週5回以上）を受けている患者は9軋週単位（週ト4  

回）以上は43％、月単位（月ト3回）以上は83％、何らかの保健所スタッフ関与有は  

91％であった。つまりタイプBでは、週単位または月単位でト4回関与を受けている  

患者が多かった。また、92自治体中58自治体ではタイ 

者で月単位以上関与を受けていた。（表23）   

タイプCのうち、毎日関与（週5回以上）を受けているノ患者は0％、週単位（週ト4  

回）以上は1％、月単位（月ト3回）以上は72％、何らかの保健所スタッフ関与有は90％  

であった。つまりタイプCでは．、月単位でト3回確認を受けている患者が多かった。  

また、93自治体中33自治体でのみ、タイプC．のうちほとんど（90％以上）の患者で月単  

位の保健所スタウフ関与を受けていた。（表24）   

保健所スタッフ以外も含む対面服薬確認状況を検討した。   

タイプAのうち、対面服薬確認を毎日▼（週5回以上）を受けている患者は54％、週  

単位（適1－4回）以上は67％、月単位（月ト3回）以上は75％、何らかの対面服薬確  

認有は75％であった。つまりタイプAでは毎日塀薬確認を受けている患者が多かった  

が」ノ対面服薬確認を受けていない恵もり4程度いた。また、62自治体中14自冶体で  

はタイプAはほとんど（90％以上）の患者で毎日服薬確認を受けていたが、20自治体で  

は毎日服薬確認を行なっている患者はいなかった。（表25ト   

タイプβのうちこ対面服薬確認を毎日（週5回以上）を受けている患者は11％、週  

単位（週1－4回）以上は39％、月単位（月ト3回）以上は67％、何らかの対面服薬確  
認有は71％であった。つまりタイプBでは週単位または月単位で服薬確認関与を受け  

ている患者が多く」医療従事者以外でも関与者の入った毎日の服薬確認は11％にすぎ  

なかった。78自治体中8自治体ではタイプBのほとんど（90％以上）の患者で週1回以  

上服薬確認を受けていた（表26）   

タイプCのうち、対面服薬確認を毎日（週5回以上）を受けている患者は2％、週単  

位（週ト4回）以上は4％、月単位（月1－31回）以上は29％、何らかの対面服薬確認有  

は′38％であった。つまりタイプCでは服薬確謬を受けていない患者が多かった。（表  

27）。  

保健所でE）OTSを行なっている割合は保健所のうち73％、また薬局DOTSを導入して  
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いる保健所の割合は22％であった（表28）・。そのほ 

ステーション、勤務先、学校、市の保健センターなどの場所でDOTが行なわれていた。  

保健所でDOTSを行なう人員の雇用形態は、常勤のみ、非常勤や委託のみ、両者とも  

に分かれた。（表29） 

保健所と定期的に会合を行なっている病院の数の、自治体ごとの分布は表30のと  

おり七、亭県、19市区では病院との定期的な会合を持っ七いないと返答があったム8，9  

箇所と返答したのは、それぞれ、大阪市と沖縄県であった。  

7．‘研究   

自治体で結核に関する研究をしているところlま、返答した自治体103箇所中23 

所（表31）でその内容は表32のとおりである。複数回答があるので23をこえるが、服  

薬支援、病院保健所連携を含めたDOTSについての研究が多くあった。   

保健所で結核に関する研軍をしている保健所は、返答した自治体99自治体中36箇  

所（表 

いての研究が多く行なわれていた。  

8．研修   

医療福祉従事者に結核研修を行なっ七いる自治体は返答のあった102箇所中69．箇  

所と多く（表35）、その研修評価方法は表36のように■、アンケートが多いが、 

り調査などの際に実地で状況を視察などの返答もあった。  

9．院内感染対策   

自治体から医療機関への医療監視の際に結核に関する院内感染対策について尋ね  

ているところは、99自治体中鱒2自治体（表37）と多く、うち、感染対策委員会感染対  

策チームにおける結核責任者の有無を確認しているところは返答のあった83自治体  

中（結核に関する院内感染対策について尋ねているかの質問に対しては無と返答だが、  

責任者など各項目について有と返答している自治体が1か所あった）46自治体、感染  

対策マニュアルにおける◆結板の記載の有無を確認しているところは返答のあった83  

自治体中76自治体、入院患者における結核早期診断の仕組みの有無を確認している  

ところは返答のあった83自治体中48自治体、結核患者発生時の保健所への連絡体制  

の有無を確認しているところは返答のあった83自治体中了1自治体であった。（表38）。  

10．院内集団感染   

院内集団感染の頻度は、2008年返答のあった105自治体中ありが7自治体、2009  

年は返答のあった106自治体中ありが3自治体で、院内集団感染事例のあった自治体  

の発生件数は1件であったが（表39）、10名以上の院内集団感染者を出した事例が、  

2008年4件、2009年2件（表40）見られた。院内集団感染の発病者の分布は5例以上  

が2008年2件、2009年1件です（表41）。集団では無い院内感染発病者の分布は返答  
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のあった101自治体のうち2008年は46自治体、2009年は52自治体で院内感染の報  

告があり（表42）、集由では無い院内感染者の数め報告のあった102自治体のうち2008 

年は15自治体、2009年は24自治体で発病者があらた。（表43）。   

施設、 学校↑の施設内感染対策の情報提供を行なっているところは返答のあった  

104自治体のうち紬自治体で、老人施設が多く、ついで学校数音義員会（表44）であ  

り、その情報提供方法は、研修が多く．、資料配付、発症時の対応などであった（表45）。  
＼   

11．小児結核   

小児結核の診断治療を行なっている医療機関勢は、返答のあった都道府県において、  

表46のとおりで（県からは0と回答だが、県内の中核市から1と回答のあったところ  

は1とした）、医療機関数0という痕が3箇所見られた。   

小児結核診断治療の問題については、90自治体から返答があり75自治体で問題あ  

りとしており、その間題は表47めとおりで、専門家の不在、過少をあげたところが  

多かった。これは、小児結核が少ないためその専門家がいないことを反映しており、  

患者のアクセスを維持するためには、広域の患者相談、および患者に移動を強いるこ  

とになる患者紹介のネットワー 

小児結核感染診断の問題があると返答した自治体は88自治体中65自治体で、その  

問題は、表48のとおり、小児の診断の技術的な由難さを挙げ七いるところが多く、  

そのほか小児結核診断治療と同じく医療機関や専門家の過少、保護者との対応などを  

挙げたところが見られた。  

革論  

1．入院医療体制について   

予防指針第三医療の提供、－、基本的考え方、で峠、適正な医療を提供する、とし  

ているが、緬核病床数そのものは十分にあり病床利用率は低さが目立つ。一方、▲地域  

によっては満床理由で他県にいった例が出ている自治体もある。患者数は変動するも  

のなので、ある程度の空床は不可欠であるが、病床計画は利用状況を見ながら検討す  

る必要がある。   

予防指針第三医療の提供、－、基本的考え方、では、合併症を有する患者への対応  

について記載している。合併症そのものは数少ないこともあり、各県単位では病床が  

無いところもある。 

応可能となっている場合もある。合併症を持つ患者に対鱒できる総合病院におけるモ  

デル病床の拡大、広域での患者の対応システムの構築が必要である。  

2．治療の標準化と服薬確認   

予防指針第三医療の提供、ニ、結核の治療を行なう上での服薬確認の位置付け、で  

は、服薬確認体制の確立と、保健所・病院・薬局等の連携をあげている。34自治体の  
うち1／3程度ではまだ院内DOTSを行なっていない医療機関を自治体内に有しており、  

こ 

る自治体、行なっていない自治体いずれも見られており、また 
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健所と病院との連絡筆議につ 

の必要性に応じて薬局DOTS、病院との連絡会議を拡大させる方向で検討が必要である。  

予防指針第三医療の提供、二、結核の治療を行なう上での服薬確認の位置付け、で  

は、服薬支援体制の構築をうたっているが、タイプABCのそれぞれにおける、DOT担  

当職員の直接の（電話など含む）服薬確認の頻度別の患者割合、施設職員なども含めた  

対面服薬確認の頻度別の患者割合、ともに、自治体による違いは大きく、その地域の  

タイプ叩C別治療中断割合などからその地域に応じた体制を作っていくことが必要で  

ある。   

タイプA，B．’Cはそれぞれ、毎日、毎週、毎月服薬確認を受けるべきと当初判断され  

たが、実施段階では異なった扱いとなった例が多いところ、も見られた。最終的な治療  

成績から治療中断や再発、耐性化が少ないならばタイプ分類方法の再検討も必要なの  

かもしれないし、三れらの問題が無視し得ない場合は、実施体制の弓削ヒが必要であろ  

う。   

3．地方公共団体における函究開発の推進   

予防指針第四研究開発の推進、三、地方公共団体における研究開発の推進、では、  

地方公共団体の研究と情報発信を言匡づているが、保健所単位で研究を行っているとこ  

ろが多し、が、業務に直結するDOTS、集団感染、院内感染対策などをテーラとしたもの  

が多く見られ、学会で幅広く報告されている。今後も推奨していくことが必要である。  

4．院内施設内感染の防止   

予防指針第八施設内（院内）感染の防止等、－、施設内（院内）感染の防止では、一般  

医療機関における院内感染対策の推進を謳っている。その頻度は、院内感染を経験し  

ている自治体が、経験していない自治体数とほぼ同じであり、▼稀な事象ではない。医  

療機関立ち入りなどの機会に、結核院内感染対策について検討しているところは多い  

が、行なっていないところもあり、今後結核院内感染対策は、医療監視などでも積極  

的に行なうべきであろう。  

予防指針第八施設内（院内）感染の防止等、－、施設内（院内）感染の防止では、、施設  

における施設内感染の予防の情報提供を謳っておLリ、老人施設では多く行なわれてい  
るが、学校などへの情報提供を広げる必要がある。  

5．小児結核対策 

予防指針第八施設内（院内）感染の防止等、二、小児結核対策では、個別的対応の必  

要性を弓壷調tているd小児碍核は稀となっており、それゆえ 

ことを問題と考えている自治体が多いが、数が少ないため多数の医師が診ていると経  

験数も少なくなり、専門家は逆に存在しなくなってしまう。広域の地域連携が必要で  

ある。一方、接触者健診につし†ては、技術的に接触者健診の方法が確立していないこ  

とを問題視する自治体が多く、小児の結核病学はまだ課題が大きい。この分野の更な  

る研究が必要である。  
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